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特別養護老人ホーム杏樹苑爽風館 

（杏樹苑爽風館短期入所生活介護事業所含む） 

《運営・処遇方針》 

【私たちの使命】 

特別養護老人ホーム杏樹苑爽風館は法人の理念と法人基本方針を念頭におき、独自に施設理念

として行動指針を定め支援に努めております。 

私たちは、その方の喪失感に寄り添い、尊厳と「今日、これから、ここで、どのように暮らした

いか」という暮らしの継続を支えることを、杏樹苑爽風館職員一同の使命であると考えています。 

本年度も厚生労働省が定め、一般社団法人日本ユニットケア推進センターが実施しております、

ユニットリーダー研修における実地研修施設として活動する事となります。この事業は、ユニッ

トケア推進の手本となる施設として、県を代表して全国より他施設でユニットリーダーとして活

躍している方々を受け入れ研修を行うという事業になり、改めて、自施設のユニットケアを見直

しながら、地域におけるユニット型施設のユニットケア推進の一助になれるよう努めていく所存

です。 

今後も、一層地域の皆様に愛される施設であるべく、職員皆で研鑽を積み、地域との共生とこ

の地域における多職種連携、協働、ユニットケア推進を担えるよう自覚を持ち活動してまいりま

す。 

 

【私たちが提供できる価値】 

《介護課》 

私たちは介護専門職として入居者並びに利用者が、その人らしく暮らしを継続していけるユニ 

ットケアのより一層の推進と、ユニットリーダー実地研修施設として恥ずかしくないようにケア

の向上に努めてまいります。 

職員一同常に尊敬の気持ちを持って接し、安心できる居場所作りと、生活援助を丁寧に行い、 

信頼してもらえる様に日々研鑽を積む事で質の高いサービス提供をお約束します。 

 また、入居者並びに利用者の社会的関係の継続を目指すため、多職種と連携を取り、施設介護 

サービス計画と密接に結びつく生活支援記録法の実践に加え、介護ロボット及び ICT技術等先進 

的な技術の導入を実施することで、その意向や危険回避等を分析、統合し根拠のあるケアと必要 

な支援を行うよう努めてまいります。 

《看護課》 

私たちは、すべての入居者並びに利用者が安心して最期の時まで、その人らしく生活していた

だけるように援助してまいります。そのためには、常に一人ひとりの様子の観察を密にし、介護

課や相談課との連絡を密にし、フィジカルアセスメントを的確に実施し、異常の早期発見に努め

ます。 

また、感染管理に関しては、前年度よりもさらに拡大する恐れがある事を念頭に置き、感染防

止を徹底し、多職種にも研修や実技を行い発症・拡大を最小限に抑えられるように努めてまいり

ます。 
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《栄養課》 

私たちは、安全で温かみがあり、安心して召し上がれる家庭的な食卓の提供を約束します。日々

の食事では、好みに合わせた主菜を選択できる機会を数多くご用意し、生まれ育った地域の料理

なども感じて頂けるように配慮して、毎日の食事が楽しみになるよう努めてまいります。 

そして、料理教室というサークル活動を主催し、新たな野菜の種まきだけではなく、昨年収穫

した種苗を使った栽培・収穫までの展開を楽しめる環境づくりを行い、当施設で育てた旬の食材

等も使用した季節感のある料理作りの提供にも努めてまいります。 

また、今年度は利用者様の ADL に合わせ、移動式屋台カフェを開店し、憩いのひとときを過ご

して頂けるよう努め、その人らしさを大切に、暮らしの継続の中で、その方に合わせた食への思

いに応えてまいります。 

《相談課》 

私たちは、感染症への予防対応を行うとともに、コロナ禍で失われた家族と入居者の時間を

取り戻せるよう内外の多職種、地域の医療機関や行政と連携を図りつつ、面会や交流の時間

が持てるよう働きかけていきます。リスクマネジメント、権利擁護、労働衛生に関しては、施設

の中核となり、多職種や専門医とともに推進します。多様化する入居者とその家族、職員、それ

ぞれの人生のステージや心身の状態などアセスメントし、個別の問題、施設の体制在り方を見直

すべき課題に取り組み、相互に円環する「提供するサービスの質」「職員にとって働く場の質」の

向上に努めます。 

また地域福祉の中においては相談援助と社会資源に繋げていく専門職としての自覚を持ち、困

窮者支援事業である彩の国あんしんセーフティーネットの活動を通して地域社会への貢献に努め

てまいります。 

《総務課》  

私たちは、事業所の運営が健全・円滑に行えるよう会計、労務勤怠、請求等の諸業務に努めて

まいります。また、法人各事業所や行政との連携を密に取り、職員が働きやすくなるようサポー

トすることによって職員、入居者・利用者へのケアに資するよう努めます。 

 施設内の業務に関しては持続的な SDGｓの観点からペーパーレス、IT 化による職員にも社会に

もよりよい業務の推進についても提案し改善を図ってまいります。 

 

【年度終了時の展望】 

9年目となる今期は、基本的感染症感染管理対策を実施しながらも、入居者並びに利用者の方々

が、「ごく普通の暮らし」を継続し、一人ひとりがその人らしさを失わないことを自覚した、ユニ

ットケアの推進とユニットリーダ―研修実地施設して更なる責任を果たすため、困難なことも、

多職種で連携、協働し連帯力を高め合い、職員一丸となって進みたいと思います。 

また、運営面においても、独立行政法人福祉医療機構が 2022年度特別養護老人ホームの経営状

況（速報値）にて発表したユニット型特別養護老人ホームの全国平均利用率 93.2％を上回る

94.0％稼動を、同発表による、ユニット型短期入所生活加介護事業所の全国平均稼動率 77.7％を

大きく超える 90％稼動を目標に掲げクリア出来るように、その他の求められる事業についても連

携と協働を果たし、地域社会に貢献して行くことを約束してまいります。 

以上を持ちまして、令和 6 年度特別養護老人ホーム杏樹苑爽風館の事業計画、運営処遇方針と

させて頂きます。 



月 内容

令和6 開設記念を祝う昼食会　　　

4月 SAKURA Café 4月15日 ～ 4月30日

端午の節句（しょうぶ湯と柏餅） 5月1日 ～ 5月7日

初夏でしよっか！（☆ユニットアクティビティ☆） 5月1日 ～ 5月31日

皆で街をきれいに！全員集合！市民清掃DAY 6月2日

しぼりたて！果実ジュースを作って乾杯！！ 6月1日 ～ 6月30日

あの夏に、また会える（七夕祭り） 7月7日

流しそうめんはじめました 7月10日 ～ 7月31日

あの頃の縁日をもう一度！爽風館夏祭り 8月1日 ～ 8月15日

夏の涼　花火鑑賞会　 8月15日 ～ 8月31日

精霊馬を作ろう 8月15日

秋の果物収穫祭 9月1日 ～ 9月30日

お月見十五夜 9月17日

敬老のお祝い 9月16日

埼玉の美味い蕎麦 10月1日 ～ 10月20日

今年もやるべ！芋煮会！！ 10月29日

MOMIZI　Café 11月1日 ～ 11月20日

秋に会おーたむ（☆ユニットアクティビティ☆） 11月10日 ～ 11月30日

入間の空に羽ばたく勇者たちの饗宴（ブルーインパルス） 11月3日

新年に年賀状を出そう！ 12月1日 ～ 12月31日

年納め！忘年会！！ 12月15日 ～ 12月30日

冬至（ゆず湯で来年の運勢を融通だ） 12月16日 ～ 12月22日

毎年恒例門松飾りを作りましょう！ 12月28日 ～ 12月30日

令和７年 謹賀新年！お屠蘇とお節を楽しむ会 1月1日

1月 鏡開き～無病息災と魔除けを願い～ 1月11日

みんなdeお祝いユニット新年会！ 1月15日 ～ 1月30日

2月 節分柊鰯作り～豆まきto恵方巻～ 2月3日

春よ来い！（☆ユニットアクティビティ☆） 2月10日 ～ 2月25日

桃の節句（今年もお雛様と） 3月3日

梅、そろそろ桜（☆ユニットアクティビティ☆） 3月10日 ～ 3月31日

※ユニットアクティビティについて

園芸教室　　　「SOFUファーム」 毎週月曜日午後

書道教室　　　「　　静　 　　」 毎週火曜日午前

料理教室　　　「 ＣＵＣＳ  」 毎週水曜日午前

体操教室　　　「 イキイキ 」 毎週水曜日午後

喫茶　　　　　　「ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ」 毎週木曜日午後

居酒屋　　　　「爽貴族～SAWAKIZOKU～」 随時

フラワーアレンジメント教室「Happiness」 毎週金曜日午前

手芸教室　　　「　しなと 　」 毎週金曜日午後

誕生会　（入居者毎にお誕生日を祝います）　 通年

SS専用メイクサロン 　 「十六夜（いざよい）」 随時

杏樹苑爽風館　行事重点目標

季節に沿った行事（ドライブ・BBQ・お茶会等）をユニット毎に入居者様と職員が企画し実施します

その他・サークル
活動・通年行事

今年度に置いても感染症予防に配慮しながらも、入居者の生活がより豊かなものとなるように新しい試みにチャレンジし多種多様な
楽しみ方を選択出来る様に努めてまいります
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令和６年度　杏樹苑爽風館　行事計画
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